
10

伊賀市議会だより 2006.9.1

伊賀市槙山『滝谷池』
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六
月
　
八
日
　
本
会
議�

開
会
、
請
願
の
委
員
会

付
託
、
市
政
所
信
表
明
、

市
長
提
出
議
案
の
上
程
、

説
明
、
質
疑
及
び
委
員

会
付
託

市
長
提
出
議
案
の
上
程
、

説
明
、
質
疑
、
採
決

六
月
十
三
日
　
本
会
議
　�

一
般
質
問�

　
　
十
四
日
　
本
会
議
　�

一
般
質
問�

　
　
十
五
日
　
本
会
議
　�

一
般
質
問�

　
　
十
六
日
　
本
会
議
　�

一
般
質
問�

　
　
二
十
日
　
総
務
常
任
委
員
会�

教
育
民
生
常
任
委
員
会

産
業
経
済
常
任
委
員
会

　
二
十
一
日
　
建
設
水
道
常
任
委
員
会

　
二
十
三
日
　
本
会
議
　
　
　
　�

各
常
任
委
員
長
報
告
、

質
疑
、
採
決

請
願
の
委
員
長
報
告
、

質
疑
、
採
決

市
長
提
出
議
案
の
上
程
、

質
疑
、
採
決

各
特
別
委
員
長
報
告�

議
員
提
出
の
意
見
書
の

上
程
、
質
疑
、
採
決�

地
方
自
治
法
指
定
法
人

の
経
営
状
況
等
の
報
告

閉
会

№ 6
平成18年9月1日
№ 6
平成18年9月1日

六
月
定
例
会

会
議
日
程

六
月
定
例
会

会
議
日
程

 
　市民の皆様には、日頃より市議会だよりをご覧いただき誠にありがとうございます。このたび広報委員会では、市民
の皆様に広くご意見をお伺いし、より親しまれる内容にするためアンケート調査を実施いたします。
　ご多忙のところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただきご協力を賜りますようお願いいたします。

問１　あなたの性別は　① 男性　　② 女性�

問２　あなたの年齢は　① 20歳以下　② 21～40歳　③ 41～60歳　④ 61歳以上�

問３　どちらにお住まいですか　①上野地区管内　②伊賀地区管内　③島ヶ原地区管内�

　　　　　　　　　　　　　　　④阿山地区管内　⑤大山田地区管内　⑥青山地区管内�

問４　議会だよりについておたずねいたします�

　　　　①毎回読んでいる　②年１～２回読んでいる　③見たことはあるが読んだことはない�

問５　表紙や読みやすさについておたずねいたします�

　　　　①このままでいい　②変えたほうがいい（具体的に　　　　　　　　　　）�

問６　議会だよりでどのようなことをお知りになりたいですか�

　　　　①議会言葉の解説　②議会に対する市民の声　③常任委員会の視察報告　④議会で取り組んでいること

　　　　⑤その他（具体的に　　　　　　　　　　）�

問７　その他議会だよりに対するご意見、ご要望をお聞かせください。

〔　　　　　　　　　　　〕
　回答につきましては、下記のいずれかの方法でご回答いただきますようお願い申し上げます。
　　　　　　郵 送 先　 〒518-8501　 伊賀市上野丸之内116　市議会広報委員会宛
　　　　　　ファックス　0595-24-7901　　メールアドレス　E-mail:gikai@city.iga.lg.jp

　伊賀市議会では、市民に信頼される議会を構築するため、「議会のあり方検討委員会」を設置し、これまで
各種団体や住民自治協議会など合せて81団体の皆様と意見交換会を行いました。席上アンケートから「議員定
数34人について」では、「多すぎる」と答えたのは全体の71％で、議員定数については、「26人以内」57％、
「30人以内」25％でした。
　また、議会と市民の距離の遠いことや議会モニター制度の導入の必要性などの意見を参考に伊賀市議会基本
条例の制定に向けて、作業を進めてまいります。

市民との意見交換会でのアンケート結果を報告します。

● 市議会の一般質問の内容はよくわかるか

● 議員の本来の仕事［二元代表制］役割をご存知ですか

● 市民代表で、常設の議会モニター制度（議会に対して意見を述べる制度）について

● 市民にとって議会基本条例［議会の憲法］は必要か

● 合併後の議員定数34人について

● あなたから見て、次の選挙の定数は何人を望むか

● 議員報酬は他市に比べて

● あなたの現在の伊賀市議会議員に対しての満足度は

議会のあり方検討委員会意見交換会アンケート集計 〔16項目より抜粋〕
※アンケート回収部数439部

※アンケートにご参加いただける方は、議会事務局までご連絡ください。電話22－9687

市議会・市議会だよりに関するアンケートのお願い！市議会・市議会だよりに関するアンケートのお願い！

①わかりやすい　5％ ②ふつう　74％ ③わからない　21％

①知っている　39％ ②知らない　61％

①賛成　77％ ②反対　4％ ③わからない　19％

①多すぎる　71％ ②仕方がない　17％ ③わからない　12％

①必要　72％ ②必要ない　10％ ③わからない　18％

①26人以内　57％ ②28人以内　18％ ③30人以内　25％

①高い　31％ ②低い　9％ ③わからない　60％

①満足　11％ ②不満　52％ ③わからない　37％
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採
択
さ
れ
た
も
の

請
願
第
十
一
号
　
美
術
館
建
設
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て�

請
願
第
十
四
号
　
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ
等
、
「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び

金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
」
及
び
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
」
の
改
正
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

請
願
第
十
五
号
　
府
中
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
災
害
情
報

通
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
つ
い
て

不
採
択
と
さ
れ
た
も
の

請
願
第
十
二
号
　
宅
地
開
発
指
導
要
綱
施
行
前
の
開
発
団

地
内
に
お
け
る
生
活
環
境
整
備
「
市
道

認
定
、
公
営
水
道
化
」
の
早
期
実
現
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

請
願
第
十
三
号
　
宅
地
開
発
指
導
要
綱
施
行
前
の
開
発
団

地
内
の
生
活
環
境
整
備
「
市
道
認
定
、

水
道
供
給
」
の
早
期
実
現
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

議
員
永
年
勤
続
表
彰
及
び

　
　
　
　
　
感
謝
状
を
授
与

　
平
成
18
年
5
月
24
日
に
開
催
さ
れ
た
第
82

回
全
国
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会
に
お
い
て
、

３
名
の
議
員
が
永
年
勤
続
表
彰
及
び
感
謝
状

を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
全
国
市
議

会
議
長
会
表
彰
規
程
に
よ
り
表
彰
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。�

議
員
永
年
勤
続
15
年
表
彰�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
野
　
廣
榮
　
議
員

感
謝
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
丸
　
勍
司
　
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
葛
原
　
香
積
　
議
員

９月01日(金)　本会議　開会　議案上程・ 
９月01日(金)　提案説明　委員会付託�
　　07日(木)　本会議　一般質問�
　　08日(金)　本会議　一般質問�
　　11日(月)　本会議　一般質問�
　　12日(火)　本会議　一般質問�
　　13日(水)　決算特別委員会�
　　14日(木)　決算特別委員会�
　　15日(金)　予算特別委員会�
　　19日(火)　常任委員会�
　　20日(水)　常任委員会�
　　25日(月)　本会議　委員長報告　採決
　　25日(月)　閉会

※本会議は市役所２階市議会議場で、委員会は
２階市議会委員会室で開催されます。�
※時間は、いずれも午前10時から開催の予定
です。
※変更される場合もありますので、ご確認くだ
さい。

お問い合わせ：伊賀市議会事務局
　　　　　　　　　　電話　22‐9687

９月定例会の開催日程（予定）
９月定例会は、９月１日(金)から９月25(月) 
までの会期25日間の日程で開催の予定です。

８月臨時会
８月４日に臨時会が１日間開催され、議案５件
が提出され、それぞれ原案のとおり可決されま
した。�

■原案可決されたもの

議案第117号　（仮称）伊賀市検診センター備
品の買入れについて
（放射線機器及び腹部超音波装置）

議案第118号　（仮称）伊賀市検診センター備
品の買入れについて
（PET-CT装置及び管理システム等）

議案第119号　工事請負契約の締結について
（仮称）伊賀市給食センター新築工事

（建築主体工事）

議案第120号　工事請負契約の締結について
（仮称）伊賀市給食センター新築工事

（機械設備工事）

議案第121号　工事請負契約の締結について
（伊賀市立上野東小学校改築工事）

全
国
市
議
会
議
長
会
理
事

同
国
会
対
策
委
員
会
委
員

全
国
市
議
会
議
長
会
理
事

伊賀市議会だより 2006.9.1

去る、6月に開催されました第3回伊賀市議会(定例会)では、一般質問が6月13日から
4日間行われ、23名の議員により市の諸問題についての質問を行いました。

質問を行った議員
松村　頼清・田山　宏弥・中本　徳子・渡久山カナエ・森　　正俊・桃井　隆子・森永　勝二
本城　善昭・葛原　香積・英　　成樹・宮崎　由隆・大西　保定・前田　孝也・馬場登代光
土井　裕子・山岡　耕道・本村幸四郎・今井　博昭・森岡　昭二・森野　廣榮・奥　　邦雄
森本　　　・岩田　佐俊

ケーブルテレビ行政チャンネル17ケーブルテレビ行政チャンネル17
で生中継しています。

▲伊賀南部消防組合

府中地すべり防止区域
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・
今
後
の
進
め
方
と
し
て
、
平
成
17
年
度
の
事
業
実
績
並
び
に

今
後
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
諸
事
業
に
つ
い
て
関
係
各
課
よ

り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
少
子
化
と
高
齢
化
の
調
査
対
策
に
つ

き
ま
し
て
は
、
分
科
会
形
式
を
取
り
、
各
９
名
の
委
員
で
構
成

さ
れ
ま
す
少
子
化
対
策
分
科
会
と
高
齢
化
対
策
分
科
会
と
を
設

置
し
ま
し
た
。

　
少
子
化
対
策
分
科
会
で
は
、
１
．
企
業
、
職
場
の
少
子
化
に

対
す
る
取
り
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
２
．
伊
賀
市
に

お
い
て
少
子
化
に
対
し
何
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、

高
齢
化
対
策
分
科
会
で
は
、
１
．
伊
賀
市
内
に
お
け
る
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
の
実
態
把
握
、
２
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

待
機
者
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
研
究
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し

た
。
今
後
は
、
当
委
員
会
で
集
約
さ
れ
ま
し
た
結
果
に
つ
き
ま

し
て
は
、
行
政
へ
提
言
、
提
案
ま
で
で
き
れ
ば
と
考
え
る
と
こ

ろ
で
す
。

・
平
成
14
年
、
バ
ス
運
行
の
需
給
調
整
規
制
が
撤
廃
さ
れ
、
路

線
バ
ス
の
廃
止
ま
た
は
本
数
の
削
減
が
相
次
ぐ
一
方
、
三
重
県

の
補
助
金
の
削
減
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
そ
の
も
の

の
運
営
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
中
、
有
料
で
も
い
い
か
ら

早
く
生
活
バ
ス
を
確
保
し
て
ほ
し
い
と
声
が
広
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
進
め
方
と
し
て
、
鉄
道
と
バ
ス
と
の
連
結
を
い
か
に
す

る
か
。
学
生
や
高
齢
者
に
的
を
絞
っ
て
考
え
た
ら
ど
う
か
。
バ

ス
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
を
ど
の
程
度
の
層
を
中
心
に
考
え
て
い
く

べ
き
か
と
、
論
議
し
一
定
以
上
の
人
口
の
中
で
、
バ
ス
交
通
不

便
地
区
を
調
査
し
、
鉄
道
も
含
め
た
伊
賀
市
と
し
て
の
バ
ス
交

通
体
系
路
線
を
考
え
て
い
こ
う
と
、
各
委
員
が
現
地
に
行
き
、

そ
れ
ぞ
れ
調
査
中
で
あ
り
ま
す
。

・
伊
賀
市
総
合
計
画
の
中
か
ら
当
委
員
会
に
関
連
す
る
部
分
に

つ
い
て
、
農
業
、
水
田
で
は
伊
賀
の
ブ
ラ
ン
ド
米
、
山
田
錦
、

コ
シ
ヒ
カ
リ
の
普
及
と
拡
大
、
19
年
度
以
降
の
農
業
転
作
な
ど
、

こ
れ
ら
の
施
策
と
方
向
性
に
つ
い
て
、
林
業
で
は
間
伐
事
業
、

伊
賀
材
の
利
用
、
県
の
事
業
の
概
要
等
、
農
林
業
の
18
年
度
に

お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
委
員
か
ら

は
、
農
業
で
は
、
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、
実
態
調

査
を
し
て
は
、
少
子
高
齢
化
社
会
で
の
後
継
者
問
題
、
専
業
農

家
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
け
る
の
は
地
産
地
消
の
推
進
、
都

市
と
の
交
流
、
未
来
の
農
業
と
19
年
度
か
ら
の
水
田
農
業
施
策
、

農
業
団
体
と
の
交
流
会
。
林
業
で
は
、
森
を
守
る
間
伐
推
進
、

間
伐
材
の
利
用
、
伊
賀
材
の
推
進
拡
大
、
キ
ハ
ダ
植
樹
の
推
進

な
ど
、
農
林
業
の
活
性
化
を
進
め
る
に
つ
い
て
の
多
く
の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
当
委
員
会
と
し
ま
し
て
は
、
経
営
安
定
所

得
対
策
の
調
査
、
研
究
及
び
間
伐
材
の
利
用
、
促
進
に
取
り
組

む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
農
林
業
活
性
化
の
諸
問
題

に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
い
、
市
民
生
活
の
向
上
、
政
策
提
案

が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

・
行
政
よ
り
中
心
市
街
地
の
現
状
と
中
心
市
街
地
活
性
化
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
今

後
の
伊
賀
市
と
し
て
新
た
に
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
を

策
定
し
、
国
の
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
準

備
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
商
工
会

議
所
を
中
心
に
、
活
性
化
協
議
会
の
準
備
会
を
立
ち
上
げ
て
、

基
本
計
画
策
定
に
向
け
た
準
備
が
整
い
つ
つ
あ
る
と
説
明
を
受

け
ま
し
た
。
委
員
か
ら
は
、
基
本
計
画
に
市
民
の
声
を
反
映
さ

せ
る
た
め
、
生
活
者
の
視
点
か
ら
ま
ず
市
民
の
声
を
聞
く
こ
と

か
ら
始
め
て
は
ど
う
か
、
駅
前
再
開
発
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
す
る
の
か
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
当
委
員
会
と

し
て
は
、
ま
ず
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
改
正
点
の
調
査
研
究
を
行

う
と
同
時
に
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の
必
要
性
、
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
に
対
す
る
調
査
研
究
に
取
り
組
み
、
関
係
団
体
や
住
民

と
の
対
話
も
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
専

門
家
と
の
研
修
会
も
予
定
し
て
い
る
。

・
伊
賀
市
総
合
計
画
の
施
策
項
目
で
ご
ざ
い
ま
す
治
水
対
策
、

生
活
排
水
処
理
施
設
整
備
、
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
事

業
、
合
併
処
理
浄
化
槽
し
尿
処
理
体
制
の
充
実
、
川
上
ダ
ム
関

連
整
備
及
び
水
環
境
整
備
事
業
と
決
し
ま
し
た
。
行
政
よ
り
下

水
道
対
策
事
業
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
整
備
事
業
、
農
業

集
落
排
水
事
業
、
川
上
ダ
ム
関
連
整
備
事
業
な
ど
の
進
捗
状
況

や
今
後
の
事
業
計
画
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
委
員
か
ら
は
、

伊
賀
地
域
の
安
全
と
安
心
の
た
め
に
は
、
一
日
も
早
く
川
上
ダ

ム
本
体
工
事
に
着
手
し
て
い
た
だ
き
、
一
年
で
も
早
く
ダ
ム
を

完
成
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
の
た
め
に

は
早
期
に
事
業
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
水
道
料
金
抑

制
の
観
点
か
ら
も
、
総
事
業
費
の
縮
減
を
図
る
等
の
事
業
計
画

の
見
直
し
作
業
を
早
く
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
同
時
に
、
必
要
な

法
手
続
を
早
く
完
成
さ
せ
る
べ
く
、
国
土
交
通
省
や
水
資
源
機

構
に
強
く
求
め
て
い
き
た
い
と
の
意
見
の
一
致
を
見
た
と
こ
ろ

で
す
。

・
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
、
行
政
か
ら
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
総
合
計
画
の
基
本
計
画
に
お
い
て
、

基
本
施
策
を
実
現
す
る
た
め
、
具
体
的
施
策
を
示
し
た
次
の
施

策
の
方
向
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

人
権
同
和
関
係
と
し
て
は
、
１
．
教
育
文
化
面
で
啓
発
、
推
進

す
る
と
し
た
人
権
同
和
教
育
の
充
実
。
２
．
地
域
に
密
着
、
事

業
展
開
を
整
備
充
実
に
努
め
る
と
し
た
人
権
施
策
の
総
合
的
推

進
。
３
．
社
会
教
育
関
係
団
体
を
対
象
と
し
た
講
座
開
催
や
意

識
向
上
を
図
る
と
し
た
指
導
者
の
育
成
。
４
．
全
市
ぐ
る
み
で

啓
発
活
動
を
推
進
す
る
と
し
た
人
権
啓
発
活
動
の
推
進
。
５
．

人
権
侵
害
を
受
け
た
人
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
体
制
を
整
備
す
る

と
し
た
人
権
相
談
業
務
の
強
化
。
６
．
同
和
問
題
の
解
決
を
他

の
関
係
計
画
と
の
整
合
を
図
り
、
同
和
行
政
を
総
合
的
、
計
画

的
に
推
進
す
る
と
し
た
同
和
行
政
の
総
合
的
推
進
。
７
．
地
域

住
民
に
よ
る
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
す
る
と
し
た
生
活

基
盤
の
確
立
。
８
．
住
民
の
生
活
支
援
、
自
立
促
進
を
図
り
、

ま
た
周
辺
住
民
と
の
交
流
事
業
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と
し
た

隣
保
館
の
充
実
。

　
さ
ら
に
、
環
境
関
係
と
し
て
は
、
１
．
ご
み
減
量
へ
の
市
民

意
識
の
向
上
を
高
め
る
と
し
た
ご
み
減
量
化
へ
の
取
り
組
み
の

推
進
。
２
．
不
燃
性
ご
み
の
選
別
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
建
設

に
取
り
組
み
、
再
資
源
化
を
進
め
る
と
し
た
資
源
ご
み
リ
サ
イ

ク
ル
の
推
進
。
３
．
伊
賀
南
部
環
境
衛
生
組
合
で
の
ご
み
の
焼

却
施
設
新
整
備
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
整
備
に
取
り
組
む
と

し
た
ご
み
焼
却
施
設
の
整
備
。
４
．
産
業
廃
棄
物
処
理
の
適
正

化
を
関
係
機
関
と
監
視
、
指
導
を
行
う
と
し
た
産
業
廃
棄
物
の

適
正
処
理
の
促
進
。
５
．
不
法
投
棄
の
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
、
通

報
体
制
な
ど
を
確
立
し
た
不
法
投
棄
防
止
対
策
の
推
進
で
あ
り

ま
す
。
当
委
員
会
で
は
今
後
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
方
向
の
計
画
、

進
捗
及
び
成
果
状
況
、
さ
ら
に
取
り
組
み
に
あ
た
っ
て
の
課
題

な
ど
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

特別委員会報告

▲伊賀市小児応急診療所

少
子
高
齢
化
対
策
特
別
委
員
会

交
通
対
策
特
別
委
員
会

農
林
業
活
性
化
特
別
委
員
会

中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
特
別
委
員
会

川
上
ダ
ム
・
下
水
道
対
策
特
別
委
員
会

人
権
同
和
・
環
境
対
策
特
別
委
員
会
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伊賀市議会だより 2006.9.1伊賀市議会だより 2006.9.1

各常任委員会では、第3回定例会において付託された
議案24件、請願5件について審査を行いました。
主なものは、次のとおりです。

議
案
第
八
十
号�

　
『
伊
賀
市
長
、
助
役
及
び
収
入
役
の
給
与
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』�

　
本
案
は
、
平
成
17
年
度
伊
賀
市
防
災
行
政
無
線
設
備
整
備
工
事
の
入
札
手
続
き
及
び
国
民
健
康

保
険
税
の
課
税
漏
れ
に
関
し
て
、
部
下
の
職
務
遂
行
に
管
理
・
監
督
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
を
著
し
く
損
ね
た
こ
と
に
鑑
み
、
平
成
18
年
７
月
の
給
与
に
つ

い
て
市
政
の
責
任
者
で
あ
る
市
長
15
％
、
総
務
担
当
助
役
10
％
、
建
設
担
当
助
役
、
収
入
役
５
％

減
じ
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
年
度
が
変
わ
っ
て
議
案
が
で
て
く
る
の
は
ど
う
か
、
ま
た
再
発
防
止
の
た
め
の

具
体
的
な
指
導
は
ど
う
し
た
か
、
入
札
制
度
を
整
備
し
た
方
が
よ
い
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し

た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
機
構
改
革
は
４
月
１
日
付
け
で
あ
り
、
防
災
無
線
施
設
が
き
ち
ん
と
稼
動
す

る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
か
ら
と
い
う
こ
と
で
今
に
な
っ
た
こ
と
と
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化

や
定
例
会
議
の
開
催
な
ど
、
該
当
す
る
部
署
で
の
取
組
み
が
説
明
。
ま
た
来
年
度
に
む
け
て
、

本
年
度
中
に
入
札
制
度
の
再
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
九
十
八
号
・
九
十
九
号�

　
『
土
地
取
得
に
つ
い
て
』

　
『
伊
賀
市
給
食
セ
ン
タ
ー
厨
房
備
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て
』

議
案
第
八
十
七
号�

　
『
阿
山
交
流
促
進
施
設
の
設
置
及
び

　
　
　
　
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

付
託
　
議
案
十
件

　
　
　
請
願
三
件

付
託
　
議
案
四
件

　
　
　
請
願
二
件

付
託
　
議
案
九
件

付
託
　
議
案
一
件

　
本
案
は
、
現
在
指
定
管
理
者
と
し
て
阿
山
物
産
振
興
協
同
組
合
が
運
営

を
行
っ
て
お
り
、
平
成
19
年
３
月
末
で
指
定
期
間
が
終
了
し
、
新
た
に
選

定
を
行
う
に
伴
い
、
同
施
設
の
安
定
的
な
経
営
や
計
画
的
な
イ
ベ
ン
ト
の

企
画
が
出
来
る
よ
う
に
、
指
定
期
間
を
現
行
の
２
年
間
か
ら
５
年
間
に
変

更
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
指
定
管
理
者
で
あ
る
同
協
同
組
合
の
収
支
状
況
や
指
定
管
理
料
な
ど

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
同
協
同
組
合
の
総
会
資
料
に
よ
れ
ば
経
営
状
況
は
非

常
に
安
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
指
定
管
理
料
に
つ
い
は
、
18

年
度
予
算
で
は
８
５
０
万
円
で
、
内
容
は
、
情
報
提
供
コ
ー
ナ
ー
な
ど

の
施
設
に
係
る
、
光
熱
水
費
、
便
所
、
駐
車
場
の
管
理
賃
金
、
浄
化
槽
、

空
調
設
備
に
係
る
保
守
点
検
等
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
八
十
八
号�

　
『
伊
賀
市
公
共
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

　
本
案
は
、
現
在
、
他
の
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
や
特
定
環
境
保
全
公

共
下
水
道
処
理
施
設
を
含
め
、
各
処
理
施
設
の
経
営
健
全
化
及
び
サ
ー
ビ

ス
と
負
担
の
公
平
化
に
取
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ゆ
め
が
丘
地
内

で
供
用
中
の
上
野
新
都
市
浄
化
セ
ン
タ
ー
処
理
施
設
は
、
平
成
９
年
４
月

か
ら
の
供
用
開
始
以
来
、
毎
年
度
、
そ
の
収
支
に
お
い
て
経
常
的
に
赤
字

が
生
じ
、
税
で
あ
る
一
般
会
計
繰
入
金
に
よ
り
補
填
を
し
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
の
で
、
経
営
改
善
、
収
入
増
加
を
図
る
た
め
、
上
野
新
都
市
浄

化
セ
ン
タ
ー
処
理
施
設
の
公
共
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
、
基
本
料
金
、

超
過
料
金
を
そ
れ
ぞ
れ
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
１
世
帯
当
た
り
、
ど
の
く
ら
い
支
払
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
汚
水
の
水
量
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
改
定
後
、
平
均
す
る
と
４
２
０
０
円
以
下
、
水
量
に

つ
い
て
は
、
水
道
で
検
針
し
た
水
量
を
使
用
し
て
い
る
と
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　
本
案
は
、
伊
賀
市
給
食
セ
ン
タ
ー
の
土
地
取
得
に
つ
い
て
、
ゆ
め
ぽ
り

す
伊
賀
ク
リ
エ
イ
ト
ラ
ン
ド
内
に
あ
る
７
１
６
４
・
８
９
㎡
の
宅
地
を
１

億
５
６
１
９
万
４
千
円
で
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
西
日
本
支
社

か
ら
取
得
す
る
も
の
と
し
、
厨
房
備
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て
、
総
合
厨
房

機
器
メ
ー
カ
ー
７
社
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
厨
房
備
品
の
配
置
設
計
案
の
選
定
を
行

い
、
日
本
調
理
器
株
式
会
社
中
部
支
店
三
重
営
業
所
と
購
入
契
約
２
億
８
６
４
万
４
５
７
６
円
で

締
結
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
　
日
本
調
理
器
株
式
会
社
と
契
約
し
た
経
緯
、
施
設
の
生
ご
み
の
処
理
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
の
か
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
①
衛
生
面
の
整
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
。
②
作
業
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
び
が
明

確
。
③
ド
ラ
イ
シ
ス
テ
ム
の
整
備
。
④
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
と
多
様
な
献
立
に
対
応
以
上
の
４
つ

の
視
点
を
踏
ま
え
て
同
社
に
決
定
し
た
こ
と
。
ま
た
排
出
し
た
生
ご
み
に
つ
い
て
は
砕
き
絞
る

こ
と
に
よ
り
１
／
６
に
小
さ
く
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
面
で
堆
肥
等
に
活
用
す
る
こ
と
が
こ
れ
か

ら
の
目
標
だ
が
、
サ
イ
ク
ル
を
構
築
し
た
上
で
再
利
用
を
考
え
て
い
き
た
い
と
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

伊賀市給食センター建設地

▲新清掃工場造成工事の着手
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▲PET-CT装置

▲撤去後の風景
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伊賀市議会だより 2006.9.1伊賀市議会だより 2006.9.1

▲PET-CT装置

▲撤去後の風景
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伊賀市議会だより 2006.9.1伊賀市議会だより 2006.9.1

各常任委員会では、第3回定例会において付託された
議案24件、請願5件について審査を行いました。
主なものは、次のとおりです。

議
案
第
八
十
号�

　
『
伊
賀
市
長
、
助
役
及
び
収
入
役
の
給
与
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』�

　
本
案
は
、
平
成
17
年
度
伊
賀
市
防
災
行
政
無
線
設
備
整
備
工
事
の
入
札
手
続
き
及
び
国
民
健
康

保
険
税
の
課
税
漏
れ
に
関
し
て
、
部
下
の
職
務
遂
行
に
管
理
・
監
督
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
を
著
し
く
損
ね
た
こ
と
に
鑑
み
、
平
成
18
年
７
月
の
給
与
に
つ

い
て
市
政
の
責
任
者
で
あ
る
市
長
15
％
、
総
務
担
当
助
役
10
％
、
建
設
担
当
助
役
、
収
入
役
５
％

減
じ
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
年
度
が
変
わ
っ
て
議
案
が
で
て
く
る
の
は
ど
う
か
、
ま
た
再
発
防
止
の
た
め
の

具
体
的
な
指
導
は
ど
う
し
た
か
、
入
札
制
度
を
整
備
し
た
方
が
よ
い
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し

た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
機
構
改
革
は
４
月
１
日
付
け
で
あ
り
、
防
災
無
線
施
設
が
き
ち
ん
と
稼
動
す

る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
か
ら
と
い
う
こ
と
で
今
に
な
っ
た
こ
と
と
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化

や
定
例
会
議
の
開
催
な
ど
、
該
当
す
る
部
署
で
の
取
組
み
が
説
明
。
ま
た
来
年
度
に
む
け
て
、

本
年
度
中
に
入
札
制
度
の
再
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
九
十
八
号
・
九
十
九
号�

　
『
土
地
取
得
に
つ
い
て
』

　
『
伊
賀
市
給
食
セ
ン
タ
ー
厨
房
備
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て
』

議
案
第
八
十
七
号�

　
『
阿
山
交
流
促
進
施
設
の
設
置
及
び

　
　
　
　
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

付
託
　
議
案
十
件

　
　
　
請
願
三
件

付
託
　
議
案
四
件

　
　
　
請
願
二
件

付
託
　
議
案
九
件

付
託
　
議
案
一
件

　
本
案
は
、
現
在
指
定
管
理
者
と
し
て
阿
山
物
産
振
興
協
同
組
合
が
運
営

を
行
っ
て
お
り
、
平
成
19
年
３
月
末
で
指
定
期
間
が
終
了
し
、
新
た
に
選

定
を
行
う
に
伴
い
、
同
施
設
の
安
定
的
な
経
営
や
計
画
的
な
イ
ベ
ン
ト
の

企
画
が
出
来
る
よ
う
に
、
指
定
期
間
を
現
行
の
２
年
間
か
ら
５
年
間
に
変

更
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
指
定
管
理
者
で
あ
る
同
協
同
組
合
の
収
支
状
況
や
指
定
管
理
料
な
ど

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
同
協
同
組
合
の
総
会
資
料
に
よ
れ
ば
経
営
状
況
は
非

常
に
安
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
指
定
管
理
料
に
つ
い
は
、
18

年
度
予
算
で
は
８
５
０
万
円
で
、
内
容
は
、
情
報
提
供
コ
ー
ナ
ー
な
ど

の
施
設
に
係
る
、
光
熱
水
費
、
便
所
、
駐
車
場
の
管
理
賃
金
、
浄
化
槽
、

空
調
設
備
に
係
る
保
守
点
検
等
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
八
十
八
号�

　
『
伊
賀
市
公
共
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

　
本
案
は
、
現
在
、
他
の
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
や
特
定
環
境
保
全
公

共
下
水
道
処
理
施
設
を
含
め
、
各
処
理
施
設
の
経
営
健
全
化
及
び
サ
ー
ビ

ス
と
負
担
の
公
平
化
に
取
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ゆ
め
が
丘
地
内

で
供
用
中
の
上
野
新
都
市
浄
化
セ
ン
タ
ー
処
理
施
設
は
、
平
成
９
年
４
月

か
ら
の
供
用
開
始
以
来
、
毎
年
度
、
そ
の
収
支
に
お
い
て
経
常
的
に
赤
字

が
生
じ
、
税
で
あ
る
一
般
会
計
繰
入
金
に
よ
り
補
填
を
し
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
の
で
、
経
営
改
善
、
収
入
増
加
を
図
る
た
め
、
上
野
新
都
市
浄

化
セ
ン
タ
ー
処
理
施
設
の
公
共
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
、
基
本
料
金
、

超
過
料
金
を
そ
れ
ぞ
れ
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
１
世
帯
当
た
り
、
ど
の
く
ら
い
支
払
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
汚
水
の
水
量
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
改
定
後
、
平
均
す
る
と
４
２
０
０
円
以
下
、
水
量
に

つ
い
て
は
、
水
道
で
検
針
し
た
水
量
を
使
用
し
て
い
る
と
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　
本
案
は
、
伊
賀
市
給
食
セ
ン
タ
ー
の
土
地
取
得
に
つ
い
て
、
ゆ
め
ぽ
り

す
伊
賀
ク
リ
エ
イ
ト
ラ
ン
ド
内
に
あ
る
７
１
６
４
・
８
９
㎡
の
宅
地
を
１

億
５
６
１
９
万
４
千
円
で
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
西
日
本
支
社

か
ら
取
得
す
る
も
の
と
し
、
厨
房
備
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て
、
総
合
厨
房

機
器
メ
ー
カ
ー
７
社
に
よ
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
厨
房
備
品
の
配
置
設
計
案
の
選
定
を
行

い
、
日
本
調
理
器
株
式
会
社
中
部
支
店
三
重
営
業
所
と
購
入
契
約
２
億
８
６
４
万
４
５
７
６
円
で

締
結
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
　
日
本
調
理
器
株
式
会
社
と
契
約
し
た
経
緯
、
施
設
の
生
ご
み
の
処
理
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
の
か
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
①
衛
生
面
の
整
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
。
②
作
業
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
び
が
明

確
。
③
ド
ラ
イ
シ
ス
テ
ム
の
整
備
。
④
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
と
多
様
な
献
立
に
対
応
以
上
の
４
つ

の
視
点
を
踏
ま
え
て
同
社
に
決
定
し
た
こ
と
。
ま
た
排
出
し
た
生
ご
み
に
つ
い
て
は
砕
き
絞
る

こ
と
に
よ
り
１
／
６
に
小
さ
く
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
面
で
堆
肥
等
に
活
用
す
る
こ
と
が
こ
れ
か

ら
の
目
標
だ
が
、
サ
イ
ク
ル
を
構
築
し
た
上
で
再
利
用
を
考
え
て
い
き
た
い
と
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

伊賀市給食センター建設地

▲新清掃工場造成工事の着手
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・
今
後
の
進
め
方
と
し
て
、
平
成
17
年
度
の
事
業
実
績
並
び
に

今
後
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
諸
事
業
に
つ
い
て
関
係
各
課
よ

り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
少
子
化
と
高
齢
化
の
調
査
対
策
に
つ

き
ま
し
て
は
、
分
科
会
形
式
を
取
り
、
各
９
名
の
委
員
で
構
成

さ
れ
ま
す
少
子
化
対
策
分
科
会
と
高
齢
化
対
策
分
科
会
と
を
設

置
し
ま
し
た
。

　
少
子
化
対
策
分
科
会
で
は
、
１
．
企
業
、
職
場
の
少
子
化
に

対
す
る
取
り
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
２
．
伊
賀
市
に

お
い
て
少
子
化
に
対
し
何
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、

高
齢
化
対
策
分
科
会
で
は
、
１
．
伊
賀
市
内
に
お
け
る
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
の
実
態
把
握
、
２
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

待
機
者
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
研
究
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し

た
。
今
後
は
、
当
委
員
会
で
集
約
さ
れ
ま
し
た
結
果
に
つ
き
ま

し
て
は
、
行
政
へ
提
言
、
提
案
ま
で
で
き
れ
ば
と
考
え
る
と
こ

ろ
で
す
。

・
平
成
14
年
、
バ
ス
運
行
の
需
給
調
整
規
制
が
撤
廃
さ
れ
、
路

線
バ
ス
の
廃
止
ま
た
は
本
数
の
削
減
が
相
次
ぐ
一
方
、
三
重
県

の
補
助
金
の
削
減
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
そ
の
も
の

の
運
営
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
中
、
有
料
で
も
い
い
か
ら

早
く
生
活
バ
ス
を
確
保
し
て
ほ
し
い
と
声
が
広
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
進
め
方
と
し
て
、
鉄
道
と
バ
ス
と
の
連
結
を
い
か
に
す

る
か
。
学
生
や
高
齢
者
に
的
を
絞
っ
て
考
え
た
ら
ど
う
か
。
バ

ス
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
を
ど
の
程
度
の
層
を
中
心
に
考
え
て
い
く

べ
き
か
と
、
論
議
し
一
定
以
上
の
人
口
の
中
で
、
バ
ス
交
通
不

便
地
区
を
調
査
し
、
鉄
道
も
含
め
た
伊
賀
市
と
し
て
の
バ
ス
交

通
体
系
路
線
を
考
え
て
い
こ
う
と
、
各
委
員
が
現
地
に
行
き
、

そ
れ
ぞ
れ
調
査
中
で
あ
り
ま
す
。

・
伊
賀
市
総
合
計
画
の
中
か
ら
当
委
員
会
に
関
連
す
る
部
分
に

つ
い
て
、
農
業
、
水
田
で
は
伊
賀
の
ブ
ラ
ン
ド
米
、
山
田
錦
、

コ
シ
ヒ
カ
リ
の
普
及
と
拡
大
、
19
年
度
以
降
の
農
業
転
作
な
ど
、

こ
れ
ら
の
施
策
と
方
向
性
に
つ
い
て
、
林
業
で
は
間
伐
事
業
、

伊
賀
材
の
利
用
、
県
の
事
業
の
概
要
等
、
農
林
業
の
18
年
度
に

お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
委
員
か
ら

は
、
農
業
で
は
、
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、
実
態
調

査
を
し
て
は
、
少
子
高
齢
化
社
会
で
の
後
継
者
問
題
、
専
業
農

家
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
け
る
の
は
地
産
地
消
の
推
進
、
都

市
と
の
交
流
、
未
来
の
農
業
と
19
年
度
か
ら
の
水
田
農
業
施
策
、

農
業
団
体
と
の
交
流
会
。
林
業
で
は
、
森
を
守
る
間
伐
推
進
、

間
伐
材
の
利
用
、
伊
賀
材
の
推
進
拡
大
、
キ
ハ
ダ
植
樹
の
推
進

な
ど
、
農
林
業
の
活
性
化
を
進
め
る
に
つ
い
て
の
多
く
の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
当
委
員
会
と
し
ま
し
て
は
、
経
営
安
定
所

得
対
策
の
調
査
、
研
究
及
び
間
伐
材
の
利
用
、
促
進
に
取
り
組

む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
農
林
業
活
性
化
の
諸
問
題

に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
い
、
市
民
生
活
の
向
上
、
政
策
提
案

が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

・
行
政
よ
り
中
心
市
街
地
の
現
状
と
中
心
市
街
地
活
性
化
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
今

後
の
伊
賀
市
と
し
て
新
た
に
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
を

策
定
し
、
国
の
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
準

備
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
商
工
会

議
所
を
中
心
に
、
活
性
化
協
議
会
の
準
備
会
を
立
ち
上
げ
て
、

基
本
計
画
策
定
に
向
け
た
準
備
が
整
い
つ
つ
あ
る
と
説
明
を
受

け
ま
し
た
。
委
員
か
ら
は
、
基
本
計
画
に
市
民
の
声
を
反
映
さ

せ
る
た
め
、
生
活
者
の
視
点
か
ら
ま
ず
市
民
の
声
を
聞
く
こ
と

か
ら
始
め
て
は
ど
う
か
、
駅
前
再
開
発
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
す
る
の
か
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
当
委
員
会
と

し
て
は
、
ま
ず
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
改
正
点
の
調
査
研
究
を
行

う
と
同
時
に
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の
必
要
性
、
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
に
対
す
る
調
査
研
究
に
取
り
組
み
、
関
係
団
体
や
住
民

と
の
対
話
も
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
専

門
家
と
の
研
修
会
も
予
定
し
て
い
る
。

・
伊
賀
市
総
合
計
画
の
施
策
項
目
で
ご
ざ
い
ま
す
治
水
対
策
、

生
活
排
水
処
理
施
設
整
備
、
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
事

業
、
合
併
処
理
浄
化
槽
し
尿
処
理
体
制
の
充
実
、
川
上
ダ
ム
関

連
整
備
及
び
水
環
境
整
備
事
業
と
決
し
ま
し
た
。
行
政
よ
り
下

水
道
対
策
事
業
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
整
備
事
業
、
農
業

集
落
排
水
事
業
、
川
上
ダ
ム
関
連
整
備
事
業
な
ど
の
進
捗
状
況

や
今
後
の
事
業
計
画
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
委
員
か
ら
は
、

伊
賀
地
域
の
安
全
と
安
心
の
た
め
に
は
、
一
日
も
早
く
川
上
ダ

ム
本
体
工
事
に
着
手
し
て
い
た
だ
き
、
一
年
で
も
早
く
ダ
ム
を

完
成
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
の
た
め
に

は
早
期
に
事
業
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
水
道
料
金
抑

制
の
観
点
か
ら
も
、
総
事
業
費
の
縮
減
を
図
る
等
の
事
業
計
画

の
見
直
し
作
業
を
早
く
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
同
時
に
、
必
要
な

法
手
続
を
早
く
完
成
さ
せ
る
べ
く
、
国
土
交
通
省
や
水
資
源
機

構
に
強
く
求
め
て
い
き
た
い
と
の
意
見
の
一
致
を
見
た
と
こ
ろ

で
す
。

・
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
、
行
政
か
ら
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
総
合
計
画
の
基
本
計
画
に
お
い
て
、

基
本
施
策
を
実
現
す
る
た
め
、
具
体
的
施
策
を
示
し
た
次
の
施

策
の
方
向
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

人
権
同
和
関
係
と
し
て
は
、
１
．
教
育
文
化
面
で
啓
発
、
推
進

す
る
と
し
た
人
権
同
和
教
育
の
充
実
。
２
．
地
域
に
密
着
、
事

業
展
開
を
整
備
充
実
に
努
め
る
と
し
た
人
権
施
策
の
総
合
的
推

進
。
３
．
社
会
教
育
関
係
団
体
を
対
象
と
し
た
講
座
開
催
や
意

識
向
上
を
図
る
と
し
た
指
導
者
の
育
成
。
４
．
全
市
ぐ
る
み
で

啓
発
活
動
を
推
進
す
る
と
し
た
人
権
啓
発
活
動
の
推
進
。
５
．

人
権
侵
害
を
受
け
た
人
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
体
制
を
整
備
す
る

と
し
た
人
権
相
談
業
務
の
強
化
。
６
．
同
和
問
題
の
解
決
を
他

の
関
係
計
画
と
の
整
合
を
図
り
、
同
和
行
政
を
総
合
的
、
計
画

的
に
推
進
す
る
と
し
た
同
和
行
政
の
総
合
的
推
進
。
７
．
地
域

住
民
に
よ
る
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
す
る
と
し
た
生
活

基
盤
の
確
立
。
８
．
住
民
の
生
活
支
援
、
自
立
促
進
を
図
り
、

ま
た
周
辺
住
民
と
の
交
流
事
業
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と
し
た

隣
保
館
の
充
実
。

　
さ
ら
に
、
環
境
関
係
と
し
て
は
、
１
．
ご
み
減
量
へ
の
市
民

意
識
の
向
上
を
高
め
る
と
し
た
ご
み
減
量
化
へ
の
取
り
組
み
の

推
進
。
２
．
不
燃
性
ご
み
の
選
別
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
建
設

に
取
り
組
み
、
再
資
源
化
を
進
め
る
と
し
た
資
源
ご
み
リ
サ
イ

ク
ル
の
推
進
。
３
．
伊
賀
南
部
環
境
衛
生
組
合
で
の
ご
み
の
焼

却
施
設
新
整
備
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
整
備
に
取
り
組
む
と

し
た
ご
み
焼
却
施
設
の
整
備
。
４
．
産
業
廃
棄
物
処
理
の
適
正

化
を
関
係
機
関
と
監
視
、
指
導
を
行
う
と
し
た
産
業
廃
棄
物
の

適
正
処
理
の
促
進
。
５
．
不
法
投
棄
の
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
、
通

報
体
制
な
ど
を
確
立
し
た
不
法
投
棄
防
止
対
策
の
推
進
で
あ
り

ま
す
。
当
委
員
会
で
は
今
後
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
方
向
の
計
画
、

進
捗
及
び
成
果
状
況
、
さ
ら
に
取
り
組
み
に
あ
た
っ
て
の
課
題

な
ど
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

特別委員会報告

▲伊賀市小児応急診療所

少
子
高
齢
化
対
策
特
別
委
員
会

交
通
対
策
特
別
委
員
会

農
林
業
活
性
化
特
別
委
員
会

中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
特
別
委
員
会

川
上
ダ
ム
・
下
水
道
対
策
特
別
委
員
会

人
権
同
和
・
環
境
対
策
特
別
委
員
会
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採
択
さ
れ
た
も
の

請
願
第
十
一
号
　
美
術
館
建
設
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て�

請
願
第
十
二
号
　
宅
地
開
発
指
導
要
綱
施
行
前
の
開
発
団
地
内
に
お
け
る
生
活
環
境
整
備

「
市
道
認
定
、
公
営
水
道
化
」
の
早
期
実
現
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

請
願
第
十
三
号
　
宅
地
開
発
指
導
要
綱
施
行
前
の
開
発
団

地
内
の
生
活
環
境
整
備
「
市
道
認
定
、

水
道
供
給
」
の
早
期
実
現
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

請
願
第
十
四
号
　
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ
等
、

「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利

等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
」
及
び

「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」

の
改
正
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

請
願
第
十
五
号
　
府
中
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
災
害
情
報

通
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
つ
い
て

請

願

議
員
永
年
勤
続
表
彰
及
び

　
　
　
　
　
感
謝
状
を
授
与

　
平
成
18
年
5
月
24
日
に
開
催
さ
れ
た
第
82

回
全
国
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会
に
お
い
て
、

３
名
の
議
員
が
永
年
勤
続
表
彰
及
び
感
謝
状

を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
全
国
市
議

会
議
長
会
表
彰
規
程
に
よ
り
表
彰
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。�

議
員
永
年
勤
続
15
年
表
彰�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
野
　
廣
榮
　
議
員

感
謝
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
丸
　
勍
司
　
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
葛
原
　
香
積
　
議
員

９月01日(金)　本会議　開会　議案上程・ 
９月01日(金)　提案説明　委員会付託�
　　07日(木)　本会議　一般質問�
　　08日(金)　本会議　一般質問�
　　11日(月)　本会議　一般質問�
　　12日(火)　本会議　一般質問�
　　13日(水)　決算特別委員会�
　　14日(木)　決算特別委員会�
　　15日(金)　予算特別委員会�
　　19日(火)　常任委員会�
　　20日(水)　常任委員会�
　　25日(月)　本会議　委員長報告　採決
　　25日(月)　閉会

※本会議は市役所２階市議会議場で、委員会は
２階市議会委員会室で開催されます。�
※時間は、いずれも午前10時から開催の予定
です。
※変更される場合もありますので、ご確認くだ
さい。

お問い合わせ：伊賀市議会事務局
　　　　　　　　　　電話　22‐9687

９月定例会の開催日程（予定）
９月定例会は、９月１日(金)から９月25(月) 
までの会期25日間の日程で開催の予定です。

８月臨時会
８月４日に臨時会が１日間開催され、議案５件
が提出され、それぞれ原案のとおり可決されま
した。�

■原案可決されたもの

議案第117号　（仮称）伊賀市検診センター備
品の買入れについて
（放射線機器及び腹部超音波装置）

議案第118号　（仮称）伊賀市検診センター備
品の買入れについて
（PET-CT装置及び管理システム等）

議案第119号　工事請負契約の締結について
（仮称）伊賀市給食センター新築工事

（建築主体工事）

議案第120号　工事請負契約の締結について
（仮称）伊賀市給食センター新築工事

（機械設備工事）

議案第121号　工事請負契約の締結について
（伊賀市立上野東小学校改築工事）

全
国
市
議
会
議
長
会
理
事

同
国
会
対
策
委
員
会
委
員

全
国
市
議
会
議
長
会
理
事

ケーブルテレビ行政チャンネル17ケーブルテレビ行政チャンネル17
で生中継しています。

府中地すべり防止区域
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市
の
「
印
刷
物
等
に

　
　
　
有
料
広
告
掲
載
」
を

（
森
野
廣
榮
議
員
）

Ｑ
　
財
政
が
厳
し
い
な
か
、
窓
口
封
筒
、

広
報
紙
、
職
員
給
与
の
明
細
書
、
納
税

納
付
書
等
に
企
業
広
告
の
掲
載
や
庁
内

壁
に
広
告
の
掲
示
な
ど
に
よ
っ
て
収
益

を
上
げ
る
よ
う
努
め
て
は
ど
う
で
す
か
。

前
回
、
平
成
15
年
に
質
問
を
し
ま
し
た

が
、
そ
の
後
の
検
討
や
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。�

Ａ
　
平
成
15
年
か
ら
、
行
政
と
し
て
の
研

究
の
成
果
が
現
れ
て
い
ま
せ
ん
。
財
政

が
厳
し
い
な
か
、
少
し
で
も
行
政
と
し

て
歳
入
増
を

図
る
こ
と
は
、

当
然
考
え
る

べ
き
で
あ
る

の
で
も
っ
と

深
く
研
究
さ

せ
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

行
政
発
注
物
件
に
お
け
る

　
地
元
企
業
の
参
入
と

　
　
　
　
　
育
成
に
つ
い
て

（
岩
田
佐
俊
議
員
）

Ｑ
　
元
請
、
下
請
と
も
市
内
の
業
者
に
発

注
す
べ
き
、
行
政
と
し
て
取
り
組
む
の

が
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
ま

た
、
単
体
で
参
入
で
き
な
い
高
額
工
事

に
対
し
て
地
元
企
業
の
取
り
組
み
に
ど

の
よ
う
に
対
応
さ
れ
る
の
か
市
長
の
所

見
を
伺
い
ま
す
。

Ａ
　
発
注
物
件
は
地
元
で
受
注
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
公
費
使
用

事
業
で
す
か
ら
安
価
で
高
性
能
が
原
則

と
な
り
ま

す
。
ま
た
、

建
設
業
の

場
合
は
、

経
営
審
査

が
行
わ
れ

一
定
の
規

模
以
上
の

場
合
は
、

一
定
の
点

数
以
上
が

ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
元
の
方

に
受
注
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
に
は
、

入
札
の
条
件
と
し
て
何
パ
ー
セ
ン
ト
か

を
地
元
業
者
を
参
入
さ
せ
て
も
問
題
な

い
か
、
契
約
監
理
課
等
で
現
在
検
討
中

で
す
。

長
期
的
な
応
急
診
療
体
制
は

（
松
村
頼
清
議
員
）

�

Ｑ
　
せ
っ
か
く

開
設
さ
れ
る

小
児
応
急
診

療
所
で
あ
り

ま
す
か
ら
、

長
期
的
な
応

急
診
療
体
制

が
継
続
で
き

る
よ
う
充
分

考
え
て
お
ら

れ
る
と
思
い

ま
す
。
小
児

科
医
師
の
不
足
と
い
う
こ
と
が
深
刻
化

し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、

医
師
の
過
重
労
働
と
い
っ
た
こ
と
も
さ

さ
や
か
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
ど
の
よ

う
な
方
策
を
と
ら
れ
る
の
か
お
答
え
く

だ
さ
い
。

Ａ
　
検
討
会
の
設
置

　
　
今
後
、
開
設
し
た
応
急
診
療
所
が
地

域
の
子
育
て
支
援
に
有
効
に
発
揮
を
す

る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
ま
た
、

今
後
の
方
策
と
し
て
医
療
体
制
及
び
運

営
に
関
し
て
は
検
討
会
の
設
置
を
考
え

て
お
り
、
今
後
の
一
次
、
二
次
を
問
わ

ず
に
、
将
来
的
に
伊
賀
地
域
全
体
と
し

て
、
医
療
機
関
の
機
能
分
担
化
で
の
集

約
化
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。�

�

学
校
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

　
　
　
　
　
　
取
り
組
み
は

（
田
山
宏
弥
議
員
）

�

Ｑ
　
伊
賀
市
立
小
中
学
校
、
幼
稚
園
の
経

営
方
針
を
示
し
た
学
校
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

が
公
表
さ
れ
た
が
、
こ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。�

Ａ
　
今
ま
で
漠
然
と
し
て
い
た
教
育
目
標

を
、
各
学
校
・
園
が
ど
の
よ
う
な
理
念

目
標
を
も
っ
て
学
校･

園
を
経
営
し
て

い
く
の
か
、
し
か
も
よ
り
具
体
性
を
持

た
せ
る
た
め
に
数
値
目
標
を
あ
げ
て
設

定
し
た
の
が
学
校
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
す
。

い
わ
ば
学
校
・
園
の
公
約
と
い
え
る
も

の
で
、
校

長
、
教
職

員
が
十
分

に
打
ち
合

わ
せ
て
練

ら
れ
て
い

ま
す
。
子

供
た
ち
に

と
っ
て
も

保
護
者
の

方
に
も
分

か
り
や
す

い
よ
う
に
、
教
育
の
中
身
を
具
体
化
さ

せ
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
最
大
の
ね

ら
い
で
あ
り
ま
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法

　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

（
中
本
徳
子
議
員
）

�

Ｑ
　
４
月
１
日
か
ら
新
し
い
法
律
に
よ
り

施
行
さ
れ
て
い
ま
す
支
援
法
に
よ
り
一

割
負
担
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
障

害
者
ま
で
に
も
負
担
を
強
い
る
の
は
、

如
何
な
も
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
、
新

し
い
サ
ー
ビ
ス
へ
の
移
行
に
つ
き
ま
し

て
も
、
障
害
者
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
は
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の

指
定
に
入
れ
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い

も
の
と
思
い
ま
す
。�

Ａ
　
従
来
の
障
害
者
の
福
祉
法
が
自
立
支

援
法
に
、
一
体
化
さ
れ
、
３
障
害
が
そ

れ
ぞ
れ
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

る
事
に
な
り
ま
し
た
が
１
割
負
担
に
つ

い
て
は
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
面
も
あ

り
、
こ
の
法
律
も
い
ず
れ
改
正
さ
れ
、

保
険
の
問
題
と
一
緒
の
議
論
に
な
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
行
政
と
し
て
早
急
に
決
定
す
べ

き
課
題
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま

す
。

▲伊賀市小児応急診療所

8月8日、議会運営委員会によって選任された7名の委員による議員政治倫理審
査会における審査結果の概要を政治倫理条例施行規則第7条により、次のとおり
公表します。

当審査会は、議長から、小丸勍司議員に対して、「平成17年度三重県市議会議長会主催海外行政視察に伴
う随行者旅費補助金の使途」について、伊賀市議会議員政治倫理条例（以下「条例」という。）第3条に違反
するおそれがあるとのことで、審査を付されたところであります。
今日まで５回の審査会を開催し、慎重審査を行なってきました。
8月8日開催の第1回の審査会においては、会長に本村幸四郎、副会長に葛原香積君を互選し、議会事務局か
ら、「これまでの随行者旅費補助を受けた市の収入状況等調査」などの資料の提出を求め、今後の進め方に
ついて協議を行ないました。
協議の結果、次回審査会を8月10日に開催し、小丸勍司議員及び当時事務を担当した職員に出席を願い、事
実確認を行なうことになりました。
8月10日開催の第2回の審査会においては、小丸勍司議員及び随行した議会事務局職員に対して、事実確認
を行ないましたが、当審査会に審査を付された随行者旅費補助金の使途についての概要報告とし、詳細につ
いては、会議録に譲ることとします。
先ず、小丸勍司議員からは、
・8月4日開催の議員全員懇談会での陳謝は、三重県議長会会長として、事務局が不適切な会計処理を行な
ったことに対する、断わりである。
・三重県議長会から補助金が支出されたことは、承知していたが、随行者旅費に対する補助金であるとい
うことは知らなかった。
・補助金を追加旅費に充てた会計処理については、事務局が行なったことで、一切関与していない。
・不適切な会計処理については、事務局から説明はなく、また、事務処理を指示していない。
・会計書類の決裁への押印は認める。
・私は一切後ろめたい事は行なっていない。
とのことでありました。
また、事務局職員については、事務局から提出のあった「事務処理を担当した職員からの事実確認」を参

考に、本人に事実確認を行なったところであります。
そして、事務局職員からは、
・出納室で確認を行なった、補助金は全額市に納入すべき、とのことについては、議長、局長に報告を行
なっており、両名とも不適切な会計処理との認識はもたれていたと思う。
・追加旅費を伊賀市が負担すること、補助金から支出することについては、議長、局長ともに協議を行い、
上司の指示に従い、事務処理を行なった。
・上司の指示とはいえ、不適切な会計処理を行なったことに対して、反省している。
とのことでありました。
さらに、当日の審査会では、次回審査会を8月16日に開催し、事務局からの「事務処理を担当した職員から
の事実確認」があるものの、前事務局長に出席願い、本人から直接事実確認を行なうことになりました。
8月16日開催の第3回の審査会においては、前事務局長に対して事実確認を行なったところでありますが、
この報告に関しても随行者旅費補助金の使途についての概要とし詳細については、会議録に譲ることとしま
す。
前事務局長からは、
・市役所の事務吏員として、補助金については、全額市に納入すべきものとの認識は持っていた。
・追加旅費を補助金から支出したことについては、出納室の指導を最終的な判断は議会に任されたものと
軽く受け止め、自分の判断で議長に提案し、事務処理を部下に指示した。
・その当時では、この処理がベターであると考えていた。
・決裁時には議長に詳細説明を行ない、決裁を受けている。
・議長が会計処理は事務局が行なったことで、一切承知していない、と言われることは、おかしいと思う。
・今考えれば、不適切な判断であったと反省している。
とのことでありました。
以上のように、事実確認において小丸勍司議員と事務局職員との間に食い違いがありました。
これらのことを踏まえ、8月21日、第4回の審査会を開催しました。
当日の審査会におきましては、一部委員から、小丸勍司議員には、事実確認での発言を訂正されることは

ないと思われるので、早々、これまでの事実確認結果を審査会報告として、今日にでも議長に提出すべき、
との意見も出されたところでありますが、審査の結果、審査会として、8月24日、小丸勍司議員に再度出席い
ただき、事実確認での食い違いなどについて確認を行なうことになりました。
さらに、審査結果報告書へは政治倫理基準に照らした違反事実や議長において講じられたい処置など、当

審査会としての意見を付した報告とする旨が確認されました。
8月24日開催の第5回の審査会では、小丸勍司議員に対して、事務局職員の発言との食い違いについて確認

を行なったところでありますが、
・会計処理決裁文書へ押印してあるということでは、市民、議会に対して迷惑をおかけした。
・不適切な会計処理については、当時の議長として責任を感じている。
とのことであり、8月10日の発言を訂正されることはありませんでした。
以上のように、小丸勍司議員、事務局職員との間には食い違いが残るものの、当審査会でのこれ以上の調

査は難しいとの結論に達しました。
このことを受け、懇談会を開催し協議しました。
再開された審査会におきましては、一部委員から、当審査会の意見として、条例第9条第1号による処置を

講じられたい、との意見が出され、採決の結果、5名の賛成者がありましたが、条例施行規則第4条第3項で規
定する4分の3以上の賛成者が得られず、否決されました。
再度懇談会での協議を経て、開催された審査会において、次のとおりの結論が出されました。
小丸勍司議員には、当時の議会の最高責任者としての陳謝があったものの、事務局提出の決裁文書写「第

33回三重県市議会議長会海外行政視察随行者補助について（伺い）」において、最終決裁者として押印され、
補助金から不適切な会計処理され、追加旅費を支出された責任は重大である。
また、小丸勍司議員には、行政のチェック機関である議会の最高責任者、議長としての認識の甘さが市民

の議会に対する疑念をもたらした責任は重大である。
これらの理由により、小丸勍司議員には、条例第3条第5号に抵触するものと考える。
ついては、議長において、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、

市民の信頼を回復する処置を定めた、条例第9条により
・任期中の全ての役職停止。
・追加経費など179,550円の返還を求める。
処置を講じられんことを付言し、報告とします。

　　　　　　平成18年8月24日

　　　　　伊賀市議会議長　安本　美栄子　様

伊賀市議会議員政治倫理審査会　　　　　　　　　
会長　本村　幸四郎　　　　　

議長においては､上記議員政治倫理審査会からの報告を受け､8月25日付にて､
小丸勍司議員に対して､次の文書を手渡しました。

　　　　　　平成18年8月25日

　　　　　伊賀市議会議員　小丸　勍司　様

伊賀市議会議長　安本　美栄子　　　　　

「平成17年度三重県市議会議長会主催海外行政視察に伴う随行者旅費補助金の使途」について、伊賀市議
会政治倫理条例（以下「条例」という。）第3条に違反のおそれがあるとのことで、政治倫理審査会に審査を
付したところであります。
8月24日付にて、同審査会会長から、貴殿は「随行者旅費補助金から追加旅費を支出された不適切な会計処
理を最高責任者として決裁された。」また、「チェック機関である議会の最高責任者の議長としての認識の
甘さが、市民からの議会に対する疑念をもたらしている。」このことの責任は重大であり、条例第3条第5号
に抵触する。
よって、本職に対して､「任期中の全ての役職停止。」「追加経費など179,550円の返還を求める。」処置

を講じられたいとの報告がありました。
ついては、本職においても､この件にかかる貴殿の行為、認識の甘さは、市民全体の代表者である議員とし
ての品位と名誉を損なう行為と考え､条例第9条に基づき、議会運営委員会の同意を得たので､同条第3号によ
り、貴殿に次のことを求めます。

記
１．任期中の全ての役職停止。
２．三重県市議会議長会からの補助金の未納付分179,550円の適正処理を行なうこと。（市へ納入）
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あ
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、
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8月8日、議会運営委員会によって選任された7名の委員による議員政治倫理審
査会における審査結果の概要を政治倫理条例施行規則第7条により、次のとおり
公表します。

当審査会は、議長から、小丸勍司議員に対して、「平成17年度三重県市議会議長会主催海外行政視察に伴
う随行者旅費補助金の使途」について、伊賀市議会議員政治倫理条例（以下「条例」という。）第3条に違反
するおそれがあるとのことで、審査を付されたところであります。
今日まで５回の審査会を開催し、慎重審査を行なってきました。
8月8日開催の第1回の審査会においては、会長に本村幸四郎、副会長に葛原香積君を互選し、議会事務局か
ら、「これまでの随行者旅費補助を受けた市の収入状況等調査」などの資料の提出を求め、今後の進め方に
ついて協議を行ないました。
協議の結果、次回審査会を8月10日に開催し、小丸勍司議員及び当時事務を担当した職員に出席を願い、事
実確認を行なうことになりました。
8月10日開催の第2回の審査会においては、小丸勍司議員及び随行した議会事務局職員に対して、事実確認
を行ないましたが、当審査会に審査を付された随行者旅費補助金の使途についての概要報告とし、詳細につ
いては、会議録に譲ることとします。
先ず、小丸勍司議員からは、
・8月4日開催の議員全員懇談会での陳謝は、三重県議長会会長として、事務局が不適切な会計処理を行な
ったことに対する、断わりである。
・三重県議長会から補助金が支出されたことは、承知していたが、随行者旅費に対する補助金であるとい
うことは知らなかった。
・補助金を追加旅費に充てた会計処理については、事務局が行なったことで、一切関与していない。
・不適切な会計処理については、事務局から説明はなく、また、事務処理を指示していない。
・会計書類の決裁への押印は認める。
・私は一切後ろめたい事は行なっていない。
とのことでありました。
また、事務局職員については、事務局から提出のあった「事務処理を担当した職員からの事実確認」を参

考に、本人に事実確認を行なったところであります。
そして、事務局職員からは、
・出納室で確認を行なった、補助金は全額市に納入すべき、とのことについては、議長、局長に報告を行
なっており、両名とも不適切な会計処理との認識はもたれていたと思う。
・追加旅費を伊賀市が負担すること、補助金から支出することについては、議長、局長ともに協議を行い、
上司の指示に従い、事務処理を行なった。
・上司の指示とはいえ、不適切な会計処理を行なったことに対して、反省している。
とのことでありました。
さらに、当日の審査会では、次回審査会を8月16日に開催し、事務局からの「事務処理を担当した職員から
の事実確認」があるものの、前事務局長に出席願い、本人から直接事実確認を行なうことになりました。
8月16日開催の第3回の審査会においては、前事務局長に対して事実確認を行なったところでありますが、
この報告に関しても随行者旅費補助金の使途についての概要とし詳細については、会議録に譲ることとしま
す。
前事務局長からは、
・市役所の事務吏員として、補助金については、全額市に納入すべきものとの認識は持っていた。
・追加旅費を補助金から支出したことについては、出納室の指導を最終的な判断は議会に任されたものと
軽く受け止め、自分の判断で議長に提案し、事務処理を部下に指示した。
・その当時では、この処理がベターであると考えていた。
・決裁時には議長に詳細説明を行ない、決裁を受けている。
・議長が会計処理は事務局が行なったことで、一切承知していない、と言われることは、おかしいと思う。
・今考えれば、不適切な判断であったと反省している。
とのことでありました。
以上のように、事実確認において小丸勍司議員と事務局職員との間に食い違いがありました。
これらのことを踏まえ、8月21日、第4回の審査会を開催しました。
当日の審査会におきましては、一部委員から、小丸勍司議員には、事実確認での発言を訂正されることは

ないと思われるので、早々、これまでの事実確認結果を審査会報告として、今日にでも議長に提出すべき、
との意見も出されたところでありますが、審査の結果、審査会として、8月24日、小丸勍司議員に再度出席い
ただき、事実確認での食い違いなどについて確認を行なうことになりました。
さらに、審査結果報告書へは政治倫理基準に照らした違反事実や議長において講じられたい処置など、当

審査会としての意見を付した報告とする旨が確認されました。
8月24日開催の第5回の審査会では、小丸勍司議員に対して、事務局職員の発言との食い違いについて確認

を行なったところでありますが、
・会計処理決裁文書へ押印してあるということでは、市民、議会に対して迷惑をおかけした。
・不適切な会計処理については、当時の議長として責任を感じている。
とのことであり、8月10日の発言を訂正されることはありませんでした。
以上のように、小丸勍司議員、事務局職員との間には食い違いが残るものの、当審査会でのこれ以上の調

査は難しいとの結論に達しました。
このことを受け、懇談会を開催し協議しました。
再開された審査会におきましては、一部委員から、当審査会の意見として、条例第9条第1号による処置を

講じられたい、との意見が出され、採決の結果、5名の賛成者がありましたが、条例施行規則第4条第3項で規
定する4分の3以上の賛成者が得られず、否決されました。
再度懇談会での協議を経て、開催された審査会において、次のとおりの結論が出されました。
小丸勍司議員には、当時の議会の最高責任者としての陳謝があったものの、事務局提出の決裁文書写「第

33回三重県市議会議長会海外行政視察随行者補助について（伺い）」において、最終決裁者として押印され、
補助金から不適切な会計処理され、追加旅費を支出された責任は重大である。
また、小丸勍司議員には、行政のチェック機関である議会の最高責任者、議長としての認識の甘さが市民

の議会に対する疑念をもたらした責任は重大である。
これらの理由により、小丸勍司議員には、条例第3条第5号に抵触するものと考える。
ついては、議長において、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、

市民の信頼を回復する処置を定めた、条例第9条により
・任期中の全ての役職停止。
・追加経費など179,550円の返還を求める。
処置を講じられんことを付言し、報告とします。

　　　　　　平成18年8月24日

　　　　　伊賀市議会議長　安本　美栄子　様

伊賀市議会議員政治倫理審査会　　　　　　　　　
会長　本村　幸四郎　　　　　

議長においては､上記議員政治倫理審査会からの報告を受け､8月25日付にて､
小丸勍司議員に対して､次の文書を手渡しました。

　　　　　　平成18年8月25日

　　　　　伊賀市議会議員　小丸　勍司　様

伊賀市議会議長　安本　美栄子　　　　　

「平成17年度三重県市議会議長会主催海外行政視察に伴う随行者旅費補助金の使途」について、伊賀市議
会政治倫理条例（以下「条例」という。）第3条に違反のおそれがあるとのことで、政治倫理審査会に審査を
付したところであります。
8月24日付にて、同審査会会長から、貴殿は「随行者旅費補助金から追加旅費を支出された不適切な会計処
理を最高責任者として決裁された。」また、「チェック機関である議会の最高責任者の議長としての認識の
甘さが、市民からの議会に対する疑念をもたらしている。」このことの責任は重大であり、条例第3条第5号
に抵触する。
よって、本職に対して､「任期中の全ての役職停止。」「追加経費など179,550円の返還を求める。」処置

を講じられたいとの報告がありました。
ついては、本職においても､この件にかかる貴殿の行為、認識の甘さは、市民全体の代表者である議員とし
ての品位と名誉を損なう行為と考え､条例第9条に基づき、議会運営委員会の同意を得たので､同条第3号によ
り、貴殿に次のことを求めます。

記
１．任期中の全ての役職停止。
２．三重県市議会議長会からの補助金の未納付分179,550円の適正処理を行なうこと。（市へ納入）

伊賀市議会だより 2006.9.1

去る、6月に開催されました第3回伊賀市議会(定例会)では、一般質問が6月13日から
4日間行われ、23名の議員により市の諸問題についての質問を行いました。

質問を行った議員
松村　頼清・田山　宏弥・中本　徳子・渡久山カナエ・森　　正俊・桃井　隆子・森永　勝二
本城　善昭・葛原　香積・英　　成樹・宮崎　由隆・大西　保定・前田　孝也・馬場登代光
土井　裕子・山岡　耕道・本村幸四郎・今井　博昭・森岡　昭二・森野　廣榮・奥　　邦雄
森本　　　・岩田　佐俊

▲伊賀南部消防組合
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伊賀市槙山『滝谷池』
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　市民の皆様には、日頃より市議会だよりをご覧いただき誠にありがとうございます。このたび広報委員会では、市民
の皆様に広くご意見をお伺いし、より親しまれる内容にするためアンケート調査を実施いたします。
　ご多忙のところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただきご協力を賜りますようお願いいたします。

問１　あなたの性別は　① 男性　　② 女性�

問２　あなたの年齢は　① 20歳以下　② 21～40歳　③ 41～60歳　④ 61歳以上�

問３　どちらにお住まいですか　①上野地区管内　②伊賀地区管内　③島ヶ原地区管内�

　　　　　　　　　　　　　　　④阿山地区管内　⑤大山田地区管内　⑥青山地区管内�

問４　議会だよりについておたずねいたします�

　　　　①毎回読んでいる　②年１～２回読んでいる　③見たことはあるが読んだことはない�

問５　表紙や読みやすさについておたずねいたします�

　　　　①このままでいい　②変えたほうがいい（具体的に　　　　　　　　　　）�

問６　議会だよりでどのようなことをお知りになりたいですか�

　　　　①議会言葉の解説　②議会に対する市民の声　③常任委員会の視察報告　④議会で取り組んでいること

　　　　⑤その他（具体的に　　　　　　　　　　）�

問７　その他議会だよりに対するご意見、ご要望をお聞かせください。

〔　　　　　　　　　　　〕
　回答につきましては、下記のいずれかの方法でご回答いただきますようお願い申し上げます。
　　　　　　郵 送 先　 〒518-8501　 伊賀市上野丸之内116　市議会広報委員会宛
　　　　　　ファックス　0595-24-7901　　メールアドレス　E-mail:gikai@city.iga.lg.jp

　伊賀市議会では、市民に信頼される議会を構築するため、「議会のあり方検討委員会」を設置し、これまで
各種団体や住民自治協議会など合せて81団体の皆様と意見交換会を行いました。席上アンケートから「議員定
数34人について」では、「多すぎる」と答えたのは全体の71％で、議員定数については、「26人以内」57％、
「30人以内」25％でした。
　また、議会と市民の距離の遠いことや議会モニター制度の導入の必要性などの意見を参考に伊賀市議会基本
条例の制定に向けて、作業を進めてまいります。

市民との意見交換会でのアンケート結果を報告します。

● 市議会の一般質問の内容はよくわかるか

● 議員の本来の仕事［二元代表制］役割をご存知ですか

● 市民代表で、常設の議会モニター制度（議会に対して意見を述べる制度）について

● 市民にとって議会基本条例［議会の憲法］は必要か

● 合併後の議員定数34人について

● あなたから見て、次の選挙の定数は何人を望むか

● 議員報酬は他市に比べて

● あなたの現在の伊賀市議会議員に対しての満足度は

議会のあり方検討委員会意見交換会アンケート集計 〔16項目より抜粋〕
※アンケート回収部数439部

※アンケートにご参加いただける方は、議会事務局までご連絡ください。電話22－9687

市議会・市議会だよりに関するアンケートのお願い！市議会・市議会だよりに関するアンケートのお願い！

①わかりやすい　5％ ②ふつう　74％ ③わからない　21％

①知っている　39％ ②知らない　61％

①賛成　77％ ②反対　4％ ③わからない　19％

①多すぎる　71％ ②仕方がない　17％ ③わからない　12％

①必要　72％ ②必要ない　10％ ③わからない　18％

①26人以内　57％ ②28人以内　18％ ③30人以内　25％

①高い　31％ ②低い　9％ ③わからない　60％

①満足　11％ ②不満　52％ ③わからない　37％


